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１ 林業普及指導事業の位置づけ

（１）林業普及指導事業の基本的役割

林業の振興とともに、森林の多面的機能を持続的に発揮させる

ためには、個々の森林所有者等の林業技術の向上が不可欠である

、 、が 自力で高度かつ専門的な技術・知識を自己の経営に取り入れ

技術の改善や経営の合理化を進め、森林の整備等を促進していく

ことには限界がある。

このため、林業普及指導事業は、試験研究機関等と個々の森林

所有者等との橋渡し役として、試験研究成果を地域の条件・特性

に応じた実用的技術として組み立て、実証した上で、的確に移転

していくことを基本的役割としている。

（２）林業普及指導事業及び制度の沿革

林業普及指導事業は、ＧＨＱの勧告を受け、昭和２４年に林業

技術研究普及助長事業として制度が発足。終戦後の荒廃した我が

国森林の復旧を最大の課題として事業を開始した。昭和２６年に

は森林法が改正され、職員設置とその職務及び補助金の交付が法

制化された。以来、林政推進の最も基本的な手段として実施され

てきており、森林・林業を巡る諸情勢の変化とこれに伴う森林所

有者等の要請に対応し、森林法の改正等を通じて制度の改正と事

業の充実が図られてきている。

○ 森林法（抄 （昭和26年法律第249号））

（林業専門技術員及び林業改良指導員）

第187条 都道府県に林業専門技術員及び林業改良指導員を置き、その都道府県の

吏員をもって充てる。

、 、 、2 林業専門技術員は 試験研究機関と密接な連絡を保ち 専門の事項について

調査研究を行い、及び林業改良指導員を指導する。

3 林業改良指導員は、左に掲げる事務を行う。

一 森林所有者その他林業を行うもの又は林業に従事するものに接して林業に関

する技術及び知識を普及すること。

二 森林の施業に関する指導を行うこと。

○ 林業普及指導推進要綱（昭和58年農林水産事務次官依命通達）

第１ 目的

林業普及指導事業は、森林法第１８７条第１項に規定する林業専門技術員及び林

業改良指導員（以下「普及指導職員」という ）を適正に配置し、これらの者が森。

林所有者等に対し、林業に関する技術及び知識の普及と森林施業に関する指導等を

行い、林業技術の改善、林業経営の合理化、森林の整備等を促進し、もって林業の

振興を図るとともに、森林の有する諸機能の高度発揮に資するものとする。

第２ 普及指導の対象者

林業普及指導事業における普及指導の対象者は、森林所有者その他林業を行う者

又は林業に従事する者及びこれらの後継者とする。なお、必要に応じて青少年等一

般市民に対しても森林・林業の啓蒙等適切な普及指導を行うものとする。
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○ 林業普及指導事業及び制度の変遷

区 分 昭和２０年代 昭和３０～４０年代

森林・林業とそれを ・戦後復興用材の膨大な需要 ・経済復興、農村人口の流出 ・林政において家族経営の
取り巻く情勢の変化 ・農地改革（山林開発） ・一次産業と二次・三次産業 林業の育成と所得の均衡な

・山林荒廃、未立木地増大 の所得較差増大 増大が強調（Ｓ３５農林漁
・水害、山崩れの多発 ・林業基本法制定（Ｓ３９） 業基本問題調査会答申）

・木材自給率５割切る
（ ）Ｓ４４

普及事業の目的 ・試験研究成果の急速な普及 民有林の経営を改良して、そ ・民有林所有者及び林産物加 ・林業技術の改善と経営の
（林業普及指導推進 を図り、我が国林業の振興に の私経済を向上するとともに 工者の技術の改善と経営の合 合理化を推進し、林業の生、
要綱 Ｓ32～） 貢献 Ｓ２５ 農山村の自主性を確保して明 理化を促進し、その私経済を 産性を高め、林業就業者の（ ）

、るい豊かな農山村を建設 向上して自主性を確立し、我 所得の均衡を図るとともに
Ｓ２７ が国農山村及び関連産業の振 森林施業の指導を行い、国（ ）

興を図る （Ｓ３２） 民経済の安定的発展に寄与
（ ）Ｓ３７

普及事業の重点課題 ・植伐の均衡の推進 ・農山村住民への教育と青少 ・薪炭材改良等低位生産林分 ・個別経営計画の作成指導
（Ｓ32～57まで ・荒廃地の造林の推進 年活動の推進（林業研究会、 の生産性向上と林種転換
推進要綱） ・木材利用の合理化 林業４Ｈクラブ等林業研究グ

・労働生産性を考慮した収入 ループの育成指導）
増大等 ・農山村民の生活向上

（ ） （ ） （ ） （ ）Ｓ２５ Ｓ２７ Ｓ３２ Ｓ３７

制 度 ・林業技術研究普及助長制度として発足（Ｓ２４） ・普及指導職員の名称を林業専門技術員と林業改良指導員と
・林業専門技術員及び林業地区技術普及員を設置（Ｓ２５） し、その職務、任用資格を法制化（Ｓ３２森林法）
・林業技術普及員及び林業経営指導員の設置、その職務、補助 ・事業名を林業普及指導事業と改称（Ｓ３７森林法）
金の交付を法制化（Ｓ２６森林法） ・普及手当の支給開始（Ｓ３９事務次官通知）

林業専門技術員及び林業改良指導員の職務の複雑困難性等

から、都道府県は条例で定めるところにより林業専門技術

員及び林業改良指導員に対して普及手当を支給

①林業専門技術員・・・・給料月額の８％以内
②林業改良指導員・・・・給料月額の１２％以内
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区 分 昭和５０～６０年代 平成年代

森林・林業とそれを ・環境保全と森林の持つ公益性への要請の高まり ・持続可能な森林経営推進の国際的な動き
取り巻く情勢の変化 ・過疎化や脱林業化に伴う後継者難 ・京都議定書で森林の二酸化炭素吸収機能位置づけ（Ｈ９）

・国際化の推進 ・木材自給率２割切る（Ｈ９）
・木材価格の下落 ・森林・林業基本法制定（Ｈ１３）

普及事業の目的 ・林業技術の改善、林業経営の合理化、森林整備等を促進し、もって林業の振興を図るとともに、森林の有する諸機能
（林業普及指導推進 の高度発揮に資する（Ｓ５８）
要綱）

普及事業の重点課題 ・高度技術の普及定 ・林業経営の活性化（優れた ・地域特性に適応した林 ・森林・林業及び山村が直面している諸
（Ｓ58以降 林業 着 技術と経営能力を備えた意 業技術の確立と現地へ 課題への的確な対応

（ 、 ）普及指導運営方針） ・林業後継者等担い 欲的森林所有者の育成） の定着 多様な人材育成 森林施業の共同化等
手の育成確保 ・優れた林業後継者等担い手 ・林業経営の活性化 ・高性能林業機械を中心とする新しい作
・当面する技術課題 の育成 ・優れた林業後継者等担 業システムの確立・導入
に関する普及指導 ・健康で活力ある森林の維持 い手の育成 ・林業担い手及び山村リーダーの養成
の徹底（間伐、保 造成 ・木材需要の拡大と産地 ・森林・林業教育の推進と強化
育等森林の整備、 ・木材需要の拡大 化の促進 ・普及指導の対象及び内容の多様化（山
森林被害対策の推 ・活力ある山村社会の形成 ・活力ある山村社会の形 村と都市の交流促進、多様な地域振興
進、機械化の推進 森林の総合的利用への指導 成 活動に対する支援）（ 、
等 山村と都市との交流等） ・都市と山村の交流指導

Ｓ５８ Ｓ６３ （Ｈ２） （Ｈ７）（ ） （ ）

制 度 ・国の助成方式を変更 Ｓ５８森林法 同法施行令 ・ 財政構造改革の推進について （平成９年６月３日閣議決定 、（ 、 ） 「 」 ）
（都道府県の自主性の発揮を促進し、林業を巡る 「地方分権推進委員会第２次勧告 （平成９年７月８日 「財」 ）、
諸情勢の変化に即応した事業の効率的、弾力的な 政構造改革の推進に関する特別措置法 （平成９年12月５日法」
運営を図るため、従来の定率補助金方式を定額に 律第109号）において、集中改革期間中（平成10～12年度）
よる交付金方式に改める 後継者対策を除く に林業普及指導事業交付金の在り方について全般的な見直しを。（ 。））

図ること等とされた （Ｈ９）。
（このような指摘を受け、普及事業全般について見直しを行い、
平成12年３月に「林業普及指導運営方針」を制定した ）。

（ ）・林業普及指導交付金の交付基準を見直し Ｈ１０森林法施行令
（客観的指標を７割から８割へ引き上げ）
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ア 森林・林業を巡る状況

近年の森林・林業を巡る情勢は、

① 森林に対する国民の要請が、森林の多面にわたる諸機能の発

揮へと多様化するとともに、

② 一方で、木材価格の低迷などにより、森林所有者の意欲や関

心が近年急速に減退し、管理不十分な森林が増加するなど、林

業を巡る情勢はきわめて厳しい状況にある。

○ 森林に期待する役割の変化

（P29図１へ）

○ 林業生産を取り巻く諸因子

（P30図２へ）

○ 管理不十分な森林の増加

（P31図３へ）



- 5 -

イ 森林・林業基本法及び森林・林業基本計画による林政の

転換

森林・林業を巡るこのような状況を踏まえ、森林の有する多面

的機能の持続的発揮及び林業の持続的かつ健全な発展を図ること

を基本理念に平成１３年７月、森林・林業基本法が施行され、従

来の林業基本法に基づく林業総生産の増大や林業の生産性の向上

等木材生産を主体とした政策が見直された。

また、森林・林業基本法の理念を具体化し、個々の政策を着実

に進めていくため、平成１３年１０月森林・林業基本計画が策定

された。

森林・林業基本計画は、関係者が取り組むべき課題を明らかに

した上で、森林の多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用

に関する目標を定めるとともに、講ずべき施策を定めている。

(森林・林業基本計画、平成１３年１０月）

平成２２年
（２０１０年） 平成３２年

総森林面積（万ha）
育成単層林 1,030 1,020 970
育成複層林 90 140 230
天然生林 1,390 1,350 1,310
合　計 2,510 2,510 2,510

総蓄積（百万ｍ３） 3,930 4,410 4,730
ｈａ当たり蓄積（ｍ３） 156 176 188
総生長量（百万ｍ３） 89 80 69
ｈａ当たりの生長量（ｍ３） 3.5 3.2 2.7

総伐採量（百万ｍ３） 25 32 41

注：総伐採量は、上記計画における木材供給目標値（素材ベース）を立木材積に換算
したものである。

区　分

目標とする森林の状態

平成１２年

（参考）

指向する森林
の状態

440
870

2.3

2,510

　○　森林の有する多面的機能の発揮に関する目標及び木材の供給・
利用に関する目標

1,200

5,080
202
58

○ 森林・林業基本法の基本理念と基本的施策

国として講ずる基本的な施策＞＜ ＞ ＜基本理念

森林の有する多面的 森林の整備の推進

機能の発揮

森林の保全の確保

技術の開発及び普及

山村地域における定住の促進

林業の持続的かつ 都市と山村との交流等

健全な発展

国民等の自発的活動の促進

国際的な協調及び貢献

望ましい林業構造の確立

林業生産組織の活動の促進林産物の供給・利

用の確保

人材の育成・確保

林業災害による損失の補てん

木材産業等の健全な発展

（森林・林業の総合的かつ計画的な推進）

林産物の利用の促進

森林・林業基本計画
林産物の輸入に関する措置
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ウ 新たな林政における林業普及指導事業の位置づけ

森林・林業基本法に基づく新しい林政を推進していく中で、森

林所有者等に直接的に接し諸施策を浸透させ、その効果の発現を

図ることができる林業普及指導事業の役割が一層重要となってき

ている。

このため、地域の特性に応じた技術の普及事業を推進すること

とされており、地域のまとめ役となる指導的林業者等を対象とし

た重点的普及、個々の経営の実態に即したきめ細かな普及を行う

こととされている。

また、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び

確保を図るため、普及の事業を充実させることとされており、高

度な技術や優れた経営感覚を身につけた指導的林業者の育成及び

確保を図ることとされている。

○ 森林・林業基本法（抄 （昭和39年法律第161号））

（技術の開発及び普及）

第14条 国は、森林、林業並びに林産物の流通及び加工に関する技術の研究開発

及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、

国、独立行政法人及び都道府県の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地

域の特性に応じた森林及び林業に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策

を講ずるものとする。

（人材の育成及び確保）

第20条 国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図

るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

○ 森林・林業基本計画（抄）

１ 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策

（３）技術の開発及び普及

② 地域の特性に応じた林業普及指導事業の推進

研究・技術開発の成果の移転を行い、地域ぐるみの森林整備と林業生産活動の

推進のため、地域におけるまとめ役となる指導的林業者等を対象とした重点的

、 、な普及 自然条件や個々の林業経営の実態等に即したきめ細かな普及等に努め

地域の特性に応じた林業普及指導事業を効率的かつ効果的に推進する。

２ 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策

（２）人材の育成及び確保

効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保については、林業普

及指導事業を通じ、地域におけるまとめ役となる森林・林業に関する幅広い知識と

高度な技術、優れた経営感覚を身につけた指導的林業者の育成及び確保を図る。ま

た、次世代の林業を担う青少年等に対し、森林及び林業の体験学習等を推進する。
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エ 林業普及指導運営方針に基づく普及指導事業の課題

林業普及指導運営方針（以下「運営方針」という ）は、都道。

府県の林業普及指導事業の全国的水準を確保するために、国が学

識経験者等の意見を聴いて概ね５年毎に策定している。内容は、

普及指導活動の基本的な課題、普及指導活動の方法に関する基本

的事項等について定めている。

現行の運営方針は、平成１１年７月に森林・林業基本法の政策

「 」の在り方をとりまとめた 森林・林業・木材産業基本政策検討会

の検討結果を踏まえ、平成１２年３月にとりまとめられた。

運営方針では、森林の多面的な機能を持続的に発揮を図るため

の森林整備を推進するため、森林所有者等に加え、多様な林業の

担い手等に対する重点的な働きかけを行うことが重要であるとし

て、以下の取組を重点的に行うこととしている。

① 指導的林家等に対する林業技術情報の提供、合意形成手

法の指導等による地域林業のまとめ役となるリーダーの育

成、

② 意欲的森林所有者及びその後継者に対する多様な林業

技術の移転による林業技術の向上、

③ Ｉターン、Ｕターン者、女性・高齢者を対象とした経

営参画促進セミナーの開催等による林業経営への参画促

進、

④ 教職員等の指導者を対象として体験学習の機会の提供に

よる森林・林業教育の効果的な促進

⑤ 地域の森林整備を推進するため、市町村、森林組合、緑

資源公団等との連携強化

○ 林業普及指導運営方針 の重点課題（平成１２年３月１４日付林野庁長官通達）

① 地域林業のまとめ役となるリーダーの育成

対象者：地域の指導的林家や林業研究グループ、林業女性グ

ループのリーダー等

内 容 ：高度な林業技術や多様な情報の提供、合意形成手法

の指導

② 林業技術の向上

対象者 ：意欲的森林所有者及びその後継者

内 容 ：積極的な経営展開を図るための多様な林業技術の移

転、経営手法の個別指導、情報の提供

③ 林業経営への参画の促進

対象者：サラリーマン、Ｕ・Ｉ・Ｊターン者等、女性・高齢

者等

内 容：林業経営への参画促進のための各種林業経営セミナ

ーの開催

④ 森林・林業教育の効果的な促進

対象者：青少年、小中高校生等、教職員や森林ボランティア

の指導者

内 容：森林・林業体験学習の機会の提供、指導者への研修

⑤ 市町村等を通じた森林整備

対象者：市町村、森林組合、緑資源公団等

内 容：地域の森林整備を推進するため、市町村が作成する森

林計画への助言や森林組合等へ経営・施業受託化のた

めの指導を実施
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（４）林業普及指導事業の特徴

ア 国と都道府県による協同事業

国は、森林の公益的機能の効果が広範囲に及び、国民生

活や経済活動に大きな影響を及ぼすことに鑑み、森林整備

の水準が一定に保たれるよう森林所有者等の技術の向上を

図る必要がある。都道府県は、試験研究成果を地域の特性

に応じた実用的技術として普及し、地域環境の保全や地域

経済の活性化を図る必要がある。

このように、国の林政上の基本的方向に即しつつ、地域

の実情に即した普及を推進する必要性から、国と都道府県

との調整を図りつつ、統一した方針の下で、国と都道府県

の協同事業として林業普及指導事業を実施している。

○ 林業普及指導運営方針（国）と林業普及指導実施方針（都道

府県）

国が概ね５年毎に作成運営方針

都道府県が運営方針に基づき概ね５年毎実施方針

に作成（必要に応じ林野庁長官と協議）

都道府県が実施方針に即し、具体的な活実施計画

動内容について毎年度作成

普及指導職員が実施計画に基づき担当す活動計画

る普及指導業務について作成

運営方針及び実施方針の内容

①普及指導活動の課題

②普及指導職員の配置に関する事項

③普及指導職員の資質の向上に関する事項

④普及指導活動の方法に関する事項

⑤その他林業普及指導事業の実施に関する事項
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イ 試験研究機関と森林所有者等との媒介

普及指導事業は、普及指導職員が試験研究機関と連携して試験

研究成果の実証を行い、地域の条件や特性に応じた技術として森

林所有者等へ普及している。

林業専門技術員（ＳＰ）は、都道府県の本庁や試験研究機関に

配置され、各々の専門分野についての研究情報の整理、試験研究

、 （ ） 、成果の現地実証 林業改良指導員 ＡＧ への技術指導等を行い

試験研究機関との連携において中心的役割を果たしている。

（平成１３年度）○ 試験研究機関における林業専門技術員の配置状況

試験研究機関への林業専門技術員の配置県数 ２８／４７都道府県

試験研究機関への林業専門技術員の配置員数 ８６／３３２人中

○ ＳＰの専門分野

林業経営、造林、森林保護、森林機能保全、林産、特用林産、林業機

械、普及方法の８分野

なお、森林・林業を巡る情勢の変化や新たな林政を推進する観点から、

普及指導職員資格制度等検討会の報告を受けて、専門分野を８項目から７

項目に見直すことを検討予定。

○ 技術の普及の流れ

技術の開発

試験研究成果の実証（ＳＰ）都道府県試験研究機関

（試験研究課題の要請（ＳＰ ））

地域の条件・特性に応じた技術

都道府県庁・出先機関 ＡＧへの技術指導（ＳＰ）

（地域の技術ニーズの報告（ＡＧ ））

森林所有者 技術の普及（ＡＧ）

○ 普及指導職員の活動事務

林業専門 ・専門の分野についての調査研究

技術員 ・試験研究機関との情報交換及び改良指導員から

の情報の収集整理

・林業改良指導員の指導

林業改良 ・巡回指導、研修・講習会開催等を通じた森林所

指導員 有者等への直接的な技術及び知識の指導

・普及対象者の実態・要請等の情報の整理
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ウ 「人」を対象とした事業

林業の発展と森林整備の推進は、これを担う森林所有者

等の意欲や技術の向上に負うところが大きい。このため、

普及指導職員が森林所有者等との信頼関係を構築しつつ、

直接普及の対象者に接して森林・林業に関する知識・技術

を普及することを基本としている。

具体的には、林業改良指導員が直接森林所有者等に接し

て、技術や知識についての相談、普及対象者の必要とする

技術情報の収集、研修会や講習会の開催等を行うことによ

り、森林所有者等の技術の向上を図ることを基本としてい

る。

林業改良指導員の指導方法には、現地の森林での指導や

林家を訪れて指導する直接指導と、電話や手紙による間接

指導とに大別される。平成１２年度では直接指導が指導時

間総計の９５％を占め、また現地指導が６０％を占めてい

る。

なお、林業専門技術員は、普及活動現場などを巡回し、

改良指導員の指導や研修を行う。

こうした、普及指導職員の職務の特殊性に鑑み、都道府県の条

例で定めるところにより農林漁業改良普及手当（林業専門技術員

８％以内、林業改良指導員１２％以内）を支給している。

（平成１２年度）○ 林業改良指導員の指導方法別比率

間接指導

現地での指
導

林家等へ
訪問

林家等が
来訪

小計 電話や手紙

活動時間 615,171 252,585 103,885 971,641 46,746 1,018,387

比　率 60 25 10 95 5 100

直接指導

区　分 計
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（５）現行制度の基本的仕組み

林業普及指導事業の現行の基本的仕組みは、次のとおりとなっ

ている。

① 都道府県は、森林法に基づき一定の資格を有する普及指導

職員（林業専門技術員及び林業改良指導員）を配置。

② 国は、事業に要する基礎的な経費（普及指導職員の設置・

活動費）について、森林法に基づき国が定額による「林業普

及指導事業交付金」を支出。

③ 国が定める「林業普及指導運営方針」と都道府県が策定す

る実施方針との調整を図りつつ、統一した方針の下に事業を

運営。

林業普及指導事業体系図

現場ニーズ及び
林政課題

運営方針 独立行政法人

普及指導事業 試験研究情報 森林総合研究所林野庁
の基本方針を
策定

試験研究 試験研究
交付金助成、 地域の状況 成果・情 要望
普及指導事業 等の報告、 報の提供、
の運営指導、 事業等の協議、 研究協力
普及指導職員 林政への要望等
への研修

実施方針 試験研究要望

都道府県庁 都道府県の国の運営方 研究成果指導

試験研究機関針に 基づき、基本的な (林業専門技術員)

事業方針・活動を、内容
を国と協議の上策定

試験研究成果 地域に
の指導及び情 おける
報提供、 ニーズ

市 町 村普及方法等の 等状況 地域の普及課題
指導、 報告 に対する、各種
林業改良普及 事業等の連携
員の研修

地方事務所等
(林業改良指導員)

森林所有者等 試験研究や
の意向を踏ま 林政への要望
えた普及活動

森林所有者等
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（６）林業普及指導事業の経費

林業普及指導事業に要する経費については、都道府県の自主性

の発揮を促進するとともに、森林・林業を巡る諸課題の変化に即

応した事業の弾力的な運営を図る観点から、昭和５８年に森林法

を改正し、従来の人件費、事業運営費等の個別経費ごとに定率の

補助金を交付する方式から、個別の経費の区分をなくし定額によ

り交付する交付金方式変更し、実施している。

また、林業普及指導事業交付金と相まって、意欲的な林業者の

活動に対する支援や森林・林業教育の推進等政策性の高い課題を

実施するために、交付金とは別に補助金による予算措置を講じて

いる。

○ 林業普及指導事業交付金と普及指導事業関係補助金の推移

（単位：百万円，％）
年　　度 H２ H３ H11 H12 H13 H14
交付金額 4,766 4,728 4,258 4,173 4,089 4,008
対前年度率 100% 99% 98% 98% 98% 98%
補助金 380 418 562 588 612 623

対前年度率 103% 110% 92% 105% 104% 102%
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（７）林業普及指導事業における国と都道府県の役割

木材の生産のほか、水源のかん養、国土や自然環境の保全、地

球温暖化の防止、教育の場としての利用等の多面にわたる森林の

機能の持続的な発揮を図るため、国と地方は一体的に総合的な施

策に取り組む必要がある。

国にとっては、森林の公益的機能の効果が広範囲に及び、国民

生活や経済活動に大きな影響を及ぼすことを鑑みると、森林整備

の水準は一定以上に保たれる必要があることから、林業普及指導

事業を通じ、国土や環境の保全、地球温暖化の防止等国の重要施

策の推進が図られる。

地方にとっては、経営感覚の優れた林業の担い手の育成、地域

の重点課題の解決、地域の特性に応じた実用的技術の普及指導等

を通じ、地域環境の保全や地域経済の活性化が図られる。

林業普及指導事業を推進するため、

① 国においては、

・ 都道府県が行う普及指導事業の実施に対する助成

・ 全国的な視点から事業運営に関する方針を都道府県に提示

・ 普及指導職員の資質の確保・向上や情報ネットワークの整

備を実施

② 都道府県においては、

・ 普及指導事業の実施に関する方針や計画の策定

・ 林業専門技術員及び林業改良指導員の設置とこれらの者に

よる普及指導活動

・ 地域の特性に対応できる普及指導職員の資質の確保・向上

等を実施。

○ 林業普及指導事業における国と都道府県との役割分担

○ 都道府県が行う林業普及指導事業の実施に対

する助成

国 ○ 林業普及指導事業の運営方針の策定

○ 林業専門技術員の資格試験、研修及びシンポ

ジウムによる普及指導職員の資質の確保・向上

○ 情報ネットワークの整備

○ 普及指導事業の実施に関する方針や計画の策

定

県 ○ 林業普及指導事業の実施

・林業専門技術員及び林業改良指導員の設置

・これらの者による普及指導活動

○ 林業改良指導員の資格試験及び地域の特性に

応じた研修等による普及指導職員の資質の確保

・向上
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２ 林業普及指導事業の活動体制

（１）普及活動体制

ア 体制

林業普及指導事業は、国が定める基本的方針の下、各都道府

県において普及活動を実施している 各都道府県では 本庁 又。 、 （

は試験研究機関）を中心に、事業実施の単位である普及指導区

を出先事務所が担当している。

イ 普及指導職員の配置

普及指導職員の配置に当たっては、本庁（または試験研究機

関）にＳＰ、出先機関にＡＧを配置するといった体制を基本と

して、都道府県の判断により各地域の実状に即した体制をとっ

ている。

平成１３年度のＳＰの配置状況は、本庁６９％、試験研究機

関２６％、出先機関５％となっていた。

また、林業普及指導事業を効率的に進めるため、本事業を実

施する単位として普及指導区が都道府県知事により設定されて

おり、ＡＧは、基本的に普及指導区を単位として普及活動の課

題と対象者についての活動計画を毎年度作成し活動している。

＊ 協同農業普及事業においては、農業改良助長法に基づき、

改良普及員は地域農業改良普及センターに属するものとされ

ている。

○ 普及活動体制

（又は試験研究機関）都道府県庁

○林業専門技術員

指導 指導 指導

報告 報告 報告

出先事務所 出先事務所 出先事務所

○林業改良指導員 ○林業改良指導員○林業改良指導員

普及 要望 普及 要望 普及 要望

指導 要請 指導 要請 指導 要請

普及指導区 普及指導区 普及指導区

森林所有者、森林組合、素材生産業者、木材業者、

ボランティア、青少年等

① 林業専門技術員（ＳＰ ：都道府県の本庁（林業の調査研）

究及び普及指導を任務としている

付属機関を含む）に配置

② 林業改良指導員（ＡＧ ：普及指導区を単位として都道府）

県の出先機関に集合配置

③ 普及指導区：林業普及指導事業を効率的に実施する単位と

なるべき地区であり、林業人口、民有林面積、

行政管轄区、当該地域の林業の特殊性等を考慮

し設定（平成１３年４月１日現在、全国で３４

６指導区）
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ウ 普及指導職員数の推移

普及指導職員の設置数は減少傾向にあり、平成１４年４月

現在の設置数は、林業専門技術員324人、林業改良指導員1,80

0人、合計2,124人である。

エ 一般行政事務との兼職状況

都道府県職員数の減少等により一般行政事務と普及指導の職

務を兼務する普及指導職員が増加している。

平成１３年度の林業専門技術員（ＳＰ）が他の行政業務を兼

務している割合は、全体の７４％（３３２人中、２２３人）で

あり、林業改良指導員（ＡＧ）は、８２％（１，８３２人中、

１，５０２人）となっている。

林業の技術及び知識を有し地域の実態を把握している普及指

導職員が行政業務を兼職することは、森林・林業の各種施策を

地域の特性に応じた施策として、森林所有者等に効率的かつ効

果的に浸透させる効果がある。

○ 普及指導職員数の推移

（単位：人，％）

H9 H10 H11 H12 H13 H14

林業専門技術員 370 362 345 335 332 324

１都道府県あたり 7.9 7.7 7.3 7.1 7.1 6.9

林業改良指導員 1,980 1,936 1,892 1,862 1,832 1,800

１都道府県あたり 42.1 41.2 40.3 39.6 39.0 38.3

計 2,350 2,298 2,237 2,197 2,164 2,124

(対前年比) (99.6) (97.8) (97.3) (98.2) (98.5) (98.6)
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（２）普及指導活動の計画及び評価

普及指導職員は、都道府県が毎年度策定する「林業普及指導

事業実施計画」に基づき、担当する普及指導業務について、各年

度、重点取組課題を設定する等「活動計画」を作成し、これに基

づいて普及活動を実施する。

普及活動の成果については、林業専門技術員が評価するほか、

取組についての報告会を開催し、取組の評価を来年度以降の計画

に反映させる。

なお、普及指導活動の効率性や成果について客観的に評価し、

将来の活動に適切に反映していくために、外部有識者が主体とな

って実施する外部評価制度の導入を推進している。

○ 普及指導活動の計画作成と評価の流れ

国段階 林業普及指導運営方針（５カ年）

県段階 林業普及指導実施方針（５カ年）及び

林業普及指導事業実施計画

各普及指導 活動計画

職員段階 ↓

森林所有者等に対する普及活動

↓

普及指導活動の結果概要の記録整

理

↓

林業専門技術員による活動評価評

及び取組についての報告会の開催価

↓

普及指導区単位又は県単位の外部

評価制度による評価
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（３）資質の向上

ア 資格試験

全国的に普及指導職員の技術・知識水準を確保する観点

から、一定の学力・経験を有する者について普及指導職員

資格者として認定している。

資格試験の実施に当たっては、林業専門技術員（ＳＰ）

については、専門の事項について調査研究を行い林業改良

指導員（ＡＧ）を指導するという職務の性質から、全国的

に通用する高度な技術及び知識が必要であるため、国が直

接試験を実施しており、ＡＧについては、地域における森

林所有者等に直接接してその地域に必要な林業に関する技

術及び知識、森林の施業に関する指導を行うという職務の

性質から、その地域の実状に応じた技術及び知識が必要で

あるため、各都道府県が条例に基づき実施している。

普及指導職員資格試験制度については、森林・林業を巡

る情勢の変化や森林・林業基本法に基づく新たな林政を推

進する観点から、ＳＰの専門項目を従来の８項目から７項

目に見直すとともに、幅広い人材を確保するため、ＳＰ及

びＡＧの受験資格を見直し、大学等の履修課程の区分を廃

止するなどとして、平成１５年度から実施することを予定

している。

○林業専門技術員

試験方法 書類審査、筆記試験及び口述試験

受験資格 経験年数

林業に関する試験研究、大学 ７年

教育、林業技術に関する短大 １０年

普及及び指導の職務経験高校 １４年

専門項目 林業経営

造 林

森林保護

森林機能保全

林産

特用林産

林業機械

普及方法

○林業改良指導員

試験方法 筆記試験及び口述試験

受験資格 経験年数

林業に関する試験研究、大学 なし

教育、林業技術に関する短大 ２年

普及及び指導の職務経験高校 ６年

＊２年以下農林水産大臣の

＊履修過程で異なる）指定教育機関 （

必須科目：林業一般（林業の基礎的知識 、普及方法受験科目 ）

選択科目：森林保護、森林機能保全、林産、特用林産

及び林業機械のうち１科目選択
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イ 研修

林業普及指導事業は、人を対象とした事業であることから、

、 。その成果如何は 林業普及指導員の資質によるところが大きい

そのため、国段階、県段階において研修を実施している。

、 、国は 林野庁の研修機関である森林技術総合研修所において

新任者研修、中堅者に対する専門項目に必要な知識・技術に関

する一般研修及び機械に関する特技研修を実施するとともに、

森林環境教育研修を実施している。

普及指導職員の資質向上対策を通じて、優れた人材を将来に

わたり確保することが一層重要になっているため、運営方針に

基づき、現場経験の少ない新任の林業改良指導員に対する実地

研修の実施、中堅の林業改良指導員等に対する最新の技術に関

する再研修等資質向上のための研修を重点的に行っている。

○ 研修の概要

＜国による研修＞

研修名等 対象 概 要

新任者研修 ＳＰ 各職務に新しく任用された職員

ＡＧ に対する職務全般に関する研修

一般研修 ＳＰ ＳＰ各専門項目別の研修

２～３コース/年

特技研修 ＡＧ 林業機械を中心とした研修

５コース/年

ＳＰ 各地域で実施されている普及活全国シンポジウ

ＡＧ 動事例発表及び討論ム

＜都道府県の研修＞

地域の森林・林業の実態に即し、現地に適応した技術及び知識

の研修を実施

例：国内研修（国内の試験研究機関等に派遣研修 、全体研修）

（講演会、普及方針 、林産研修、上手な話し方研修、実績）

発表会など

＜その他＞

国が中央団体に委託して、北米、北欧の林業先進国での海外研

修を実施
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３ 林業普及指導事業の取組の現状
林業普及指導事業においては、効率的な森林施業による森林

整備の推進、林業労働者の育成・確保、住民参加による里山林の

再生等、地域における森林・林業に関する様々な課題に対応した

多様な取組を関係者との連携のもと行っている。具体的事例は、

次のとおりである。

○ Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者の雇用対策

・ 和歌山県では、森林整備など環境保全事業の展開により、

多様な雇用を創出するとともに、中山間地域の活性化を図る

べく「緑の雇用事業」を実施している。

・ 「緑の雇用事業」への取組に当たっては、普及指導事業に

おいても１４年度の最重点課題と位置づけ、普及組織が県の

雇用振興局等と連携しつつ、雇用先の事業者の確保のために

森林組合等への説明、合同説明会への参加依頼を行い求職者

の就業機会の増大に努めている。

また、普及指導職員等が、県森林組合連合会が実施する林

業就業事前研修に講師として参画するとともに、特に都市部

からのＩターン者が地域に慣れて定住することを支援するた

め、受入側住民の意識改革、世話役の発掘を行っている。

こうした取組の結果、平成１４年度中に県外からの新規就

業者１２５名が確保された。

なお、今後、新規就業者の林業経営への参画を促進するた

め、林産物の加工、販売などの副収入の確保に向けた支援も

行うこととしている。

緑の雇用事業
（環境の保全で新たな雇用を創出し、中山間地域を活性化）

（連　携）
　　関係機関
（県雇用振興局、森林組合等）

（新規就業希望者）

就業相談会 雇用者の掘り起こし
（求職者の希望聴取） ・森林組合等へ本事業の

概要等の説明
・合同説明会への参加依頼

合同説明会
（求職者と雇用者との
顔合わせ）

林業就業事前研修

林業就業事前研修終了者の
名簿登録

新規就業者のフォローアップ
（新規雇用者と行政のパイプ役）
・受入側の地域住民の意識改革
・世話役の発掘

雇用創出 ・技術向上研修の実施
（森林作業員等の雇用） ・労働安全研修の実施

・副収入確保への支援

（具体的な成果）
・　１４年度１２５名の新規雇用を確保

ハローワーク

普及指導職員

都　会
（Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者）

県　内
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○ 雇用対策

・ 長野県では、土木事業を中心とした従来型の公共事業から

環境保全型事業への変換が図られる中で、森林整備予算が急

増したことから、担い手の裾野の拡大とその育成確保が必要

となった。

このため、平成１３年７月から森林整備に関する基礎的な

知識や技術を習得できる「信州きこり講座 （森林整備技術」

者養成講座）を開設した。

・ この講座は、森林整備に必要な造林、経営、機械の各分野

についての講義や現地実習を２時間を１単位とし、５０単位

を各地方事務所や林業総合センターで受講したあと、総合評

価（試験）を行い、修了書が交付される。

（１４年８月末現在：受講者1,112名、うち修了者446名）

・ この講座の開設に当たり、林業普及指導職員は、講座の企

画・立案、テキスト作成、講座の講師、修了認定評価試験問

題の作成を担当するとともに、平成１４年度からフォローア

ップ講座を開設し、講座修了者の技術力向上への支援を行っ

ている。

・ 信州きこり講座の修了生は、県が発注する森林整備業務の

入札の参加に必要な資格が与えられることから、受講者の所

属する事業体の受注する割合が高まっている。

「信州きこり講座の受講生と修了者数 （Ｈ14.8末現在）」

（単位：人）

受講者数 職 業 別 内 訳

造園・ 林 業 その他

建設業

1,112 724 103 285

修了者数 職 業 別 内 訳

造園・ 林 業 その他

建設業

446 272 59 115

「入札参加資格者の認定状況 （Ｈ14.8末現在）」

森林組合 認定事業体 建設業者 計

事業体数 27 38 184 249
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○ 森林ボランティアによる里山林整備

・ 大阪府では、森林所有者による森林の維持管理が困難とな

る中、荒廃しつつある里山林が増加している。一方、都市部

では森林ボランティアへの関心の高まりが見られる。

このため、地域住民と森林ボランティアとの連携による新

たなタイプの森林整備手法の取組を実施。

・ 取組に当たっては、平成１２年度に国庫補助事業「生活環

（ ）」 、境保全林整備事業 住民参加型 の導入と同時に地域住民

森林ボランティア団体等で構成する「住民参加の森づくり協

議会」を設置し、普及指導職員が中心となり、対象森林の現

況調査、国庫補助事業担当者と実施内容の調整を行うととも

、 、に 森林ボランティアが民有林の手入れを行うことについて

森林所有者と森林ボランティア団体との意見の調整を行い、

手入れのスケジュールを策定した。

・ その結果、平成１２年度秋から森林ボランティア約２０人

の参加のもと、２ヶ月に１回程度、人工林の除間伐、広葉樹

林の択伐等の林内環境整備を実施し、１３年度までに約２ha

の里山の手入れがなされた。整備状況への地元の評価は良好

で、平成１４年度からは、マツタケ入札地の一部の回復作業

を全面的に任されるなど、地域住民の信頼を得つつある。

地域住民とボランティアによる森林協働管理システムの構築
（新たなタイプの森林整備手法の構築）

（背　景）
・　所有者による維持管理が困難になり、荒廃しつつある里山林の増加
・　森林ボランティアへの関心の高まり

普及指導組織の参画

１．国庫補助事業「生活環境保全林整備
　事業（住民参加型）」の導入

２．「住民参加の森づくり協議会」の設置 ・　森林ボランティア団体の選択、
　　（メンバー） 　アプローチ

・森林所有者 ・　事業内容の調整
・森林ボランティア団体 ・　各メンバーの意見の集約
・森林組合 ・　対象森林の現地調査
・（財）大阪みどりのトラスト協会
・府、町関係者
・普及指導職員

ボランティア活動の実施と成果
・　平成１２年度秋から２ヶ月に１回程度、人工林の除間伐等林内環境整備の実施
・　平成１３年度後半から、マツタケ入札地の一部の回復作業の全面委託

地域住民の信頼を確保

地域住民と森林ボランティアが連携した新たな森林整備体制の確立

地域住民 　 　　（連  携） 森林ボランティア
（森林所有者） （主に都市部生活者）

森林の整備及び維持管理を協働して継続的に実施

推進体制

・　森林の適切な維持管理手法
　の検討
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○ 施業コストの低減による間伐の促進

・ 長野県の北信地域は、多雪地帯で森林所有者の山への関心

が低く森林整備が余り進んでいない。このため、平成９年度

から普及指導職員が中心となった間伐の促進に向けた取組を

実施。

・ 取組に当たっては、３段階による取組を行った。

まず第１段階として、地域の森林所有者等への間伐実施の

必要性の説明、森林の状況を踏まえた低コスト間伐システム

の開発と提示により、森林所有者の意識改革等を実施。第２

段階としてモデル団地（約２３ha）を設定し、森林所有者に

提示した方法により間伐し、間伐木を販売（収入約１４百万

、 、 ）。 、円 支出約１３百万円 収益約１百万円 第３段階として

、 、モデル団地の収支決算数値等の情報公開 ＰＲビデオの作成

市町村長等をモデル団地視察に誘導等の普及啓発活動を実施

した。

この結果、北信地域における間伐実施面積が増加し、平成

１３年度には取組を開始した平成９年度の３倍強の６８４ha

で間伐が実施された。

スギ間伐モデル団地の設定による間伐の促進

（背　景）
・　長野県の北信地域は県下有数の多雪地帯であり、森林所有者の山への関心
　も低く、スギを中心とした地域の森林整備水準は低位であったため、平成９年度
　から本格的に普及指導職員が中心となって間伐の促進に取り組んだ。

（具体的な取組）

普及指導職員の役割
　・　森林所有者に、山を金にするための具体的手法を示し、間伐を
　　促進した。

具体的手法
第１段階（言って聞かせる）
　①　間伐の必要性についての説明
　②　具体的な間伐実施方法の提示
　　　ア．補助事業を有効に活用する。
　　　イ．間伐材を搬出し換金化する。
　　　ウ．施業コストを低減する。
　　　　　　（事業地の集団化、列状間伐・高性能林業機械の導入）
　　　エ．森林組合と素材生産業者の協調と役割分担を明確にする。

第２段階（やってみせる）
　①　モデル団地を設定し、上記の手法で間伐を実施
　　　（実施結果：実施面積２３ha、収益９６７千円）

第３段階（人を動かし他地域への普及拡大）
　①　モデル団地の収支決算数値を含め情報公開を徹底。
　②　ＰＲビデオの作成と普及
　③　市町村長、議会議員、区長等地域の理事者をモデル
　　団地視察に誘導

（成　果）
・　モデル団地の設定等普及指導職員を中心とした取組により、北信
地域の間伐実施面積が増大した。

（単位：ha）
Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

123 154 205 219 238 559 684
年　　　度
間伐面積



- 23 -

○ 畑ワサビ等栽培技術の確立

・ 奈良県では、昭和３０年代頃に行われ、以降衰退してしま

った畑ワサビの栽培について、昭和６２年に地域の活性化及

び特産品作りを目的に導入が計画されたのを契機に、本格的

な畑ワサビ栽培の普及指導を実施。

・ 取組に当たっては、普及指導職員が中心となり、試験研究

、 、機関との連携 先進地の情報収集等により栽培方法を確立し

、 （ ）、生産者に対し 栽培講習会 講義・現地研修・先進地視察

栽培の現地指導等を行い、畑ワサビ栽培の普及を行った。

、 、・ その結果 平成１４年度で県内１１市町村で栽培が行われ

栽培面積は３．５ha、生産量１０ｔと成果を得ている。

（その他の類似事例）

・ 山口県では、普及指導職員と試験研究機関とが連携し、ハ

タケシメジの人工栽培技術の開発を行っている。

、 、 、現在 作成した栽培マニュアルに基づく体験栽培 試験販売

食味調査等を実施し 「やまぐち里シメジ」としての本格栽、

培に向けた継続的な取組を行っている。

畑ワサビ栽培の普及指導

（背　景）
・　奈良県での畑ワサビ栽培は昭和３０年代頃に一部行われていたが、以後衰
退をたどり栽培されない状態となっていた。
　　昭和６２年に地域の活性化及び特産品作りを目的に畑ワサビ栽培の導入が
計画された。
　　畑ワサビ栽培は、開田費用が少なく、栽培が容易であり、県内には栽培適地
が多く、特にスギ林床の有効利用にもなるので、昭和６２年度以降、畑ワサビ栽培
の普及指導を開始した。

（具体的な取組）

具体的手法
１．栽培方法の確立
　①　試験研究機関と連携した栽培方法の検討
　②　先進地視察等による情報収集

２．栽培方法の普及
　①　栽培講習会（講義・現地研修・先進地視察）の実施
　②　現地指導
　③　生産者の栽培状況の調査、栽培方法の改良

栽培方法
１．畑ワサビは半日陰の植物であることから、できるだけ標高の高い
　地域でのスギ林床を有効活用した林内栽培を推進。
２．秋に播種
３．冬から翌春までビニールハウスで育苗
４．３月下旬から４月上旬に林内へ植え付け
５．植え付け後２年で収穫

（成　果）
・　１４年度現在：

　　栽培地域１１市町村、栽培面積３．５ha、生産量約１０ｔ

（今後の取組課題）
・後継者の育成、種子の確保（豊凶に左右されない保存方法の開発）
・品種の改良（耐暑性ワサビの開発）、栽培方法の改良
・生産者の連携の強化及び出荷量の確保
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４ 関係機関との連携

（１）普及協力員

普及対象者の拡大、技術内容の高度化に対応するため、森林・

林業に関する専門技術・知識を備えた人材として知事が選任した

普及指導協力員を普及指導職員が実施する各種イベント等におい

て積極的に活用している。

具体的には、小中学生を対象とした森林・林業教室には、森林

インストラクターの資格を有する普及協力員、森林所有者を対象

とした間伐技術研修には指導林家や森林組合職員等技術力を有す

る普及協力員など、各イベントの分野で専門性の高い普及協力員

が講師やアシスタントとして活躍している。

（２）公的機関

各関係機関との間で次の方針により連携して事業を実施。

○ 市町村

市町村が行う森林所有者等に対する指導や森林・林業に関する

、 。施策が効果的に実施されるよう 市町村と連携強化を図っている

具体的には、森林・林業関係市町村単独事業の実施のための企

画に対する助言や当該事業の地域住民の合意形成のための座談会

における助言、市町村有林の森林施業に関する指導等を実施して

いる。

なお、市町村に対する指導は、林業改良指導員の活動時間のお

よそ４分の１を占めている。

○ 普及指導協力員の内訳

○ 林業改良指導員の活動時間

平成13年４月１日現在

　　計 2,656 803 567 127 86 20 131 985
注：内訳には、複数の資格を持つ場合にはそれぞれ計上したため、協力員数と内訳は合致しない

知事が
認めた
者

普及指
導協力
員数 指導林

家
青年林
業士

樹木医

内　　　　　　　　訳

区　分 林業技
士

技術士 森林ｲﾝｽ
ﾄﾗｸﾀｰ

単位：時間

活動時間計 構成比 活動時間計 構成比

林家 331,106 27.5 249,660 24.5

林家以外の事業体 138,923 11.5 120,350 11.8

市町村 287,930 23.9 245,309 24.1

森林組合 346,236 28.8 295,377 29.0

林研グループ 42,868 3.6 38,561 3.8
青少年（ボランティア含む） 55,798 4.6 68,443 6.7

計 1,202,861 100.0 1,017,700 100
注：平成９年度の林業改良指導員数は、１，９８０人であり、平成１２年度の林業改良指導員数は１，８６２人である。

平成９年度 平成１２年度
区　　分
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○ 林業労働力確保支援センター

新規林業就業者の確保育成及びその定着を図る観点から、林業

労働力確保支援センターが行う各種研修の講師としての参加、定

着支援のための巡回指導等を行っている。

具体的には高性能林業機械の現地実習の講師や労働安全衛生に

関する指導を行っている。

○ 森林組合

森林整備や森林所有者の林業経営の改善を図るため、森林組合

の指導担当者との連携を密にし、森林組合の指導事業がその役割

を一層発揮できるよう支援を行っている。

具体的には、森林組合作業班に対する間伐・枝打ち等技術指導

、 、及び労働安全衛生指導 森林組合職員に対する立木測定技術研修

、 、 （ ）作業道研修 経営改善指導 丸太や製材品の価格形成 市場研修

及び木材流通加工に関する指導等を実施している。

なお、森林組合に対する指導は、林業改良指導員の活動時間の

約３割を占めている。

（３）民間部門

これらの他、税務、労務等個々の林業者の経営に直接関わり専

門性が高い分野については、大規模林家や林業事業体等が民間の

専門家から直接指導を受けている場合が多い。また、新しい林業

機械やキノコの種菌等は、専門の事業者が事業として林業者に情

報提供・技術指導を行う場合が多い分野である。さらに、こうし

た専門家や事業者の協力を得て普及指導事業として林業者に対す

、 。る研修会を開催し 新たな技術を地域に普及している場合も多い

○ 森林組合の行う経営指導と林業普及指導事業の比較

森林組合の組合員のた

区分 めの森林の経営に関する 林業普及指導事業

指導

対象 組合員全体 森林所有者等

組合員の経済的社会的 効率的かつ安定的な林業経

指導・支援 地位の向上 営を担うべき者の育成等林業

の視点 施策の推進

主な技術 新植 下刈り 除間伐 試験研究成果を地域の特性、 、 、

指導・支援 害虫防除等一般的な技術 に応じた実用技術として普及

活動 指導 指導

主な経営 森林施業計画、立木販 市町村職員に対する森林整

指導・支援 売、経理、税務等に関す 備計画策定指導、森林所有者

活動 る経営指導 等に対する経営診断分析、産

地形成指導

実施者 森林組合員 普及指導職員
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５ 林業普及指導事業を巡る地方分権等の動き

ア 第二次臨時行政調査会（昭和５７年）の基本答申を受けた措

置状況

第二次臨時行政調査会の基本答申を受け、都道府県の自主性の

発揮を促進するとともに、林業を巡る諸課題の変化に即応した事

業の弾力的な運営を図る観点から、昭和５８年に森林法及び同法

施行令を改正し、従来の人件費、事業運営等の個別経費ごとに定

率（１／２）の補助金を交付する方式から、個別の経費の区分を

なくし定額による交付金方式に改めた。

また、交付金の配分において、予算総額の７割を各都道府県の

林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とする客観的指標によ

り配分することとした。

○ 第二次臨時行政調査会の基本答申（昭和５７年７月）の

指摘（抜粋）

「・・・地方公務員に対する人件費補助は、補助対象職員

が担当する事務・事業の円滑な実施を確保するための必要な

措置について検討を加え、２年以内に、原則として一般財源

措置に移行するとともに、新規の人件費補助は、今後、原則

として行わないこととする ・・・」。

・定率（１／２）の補助方式を定額の交付金方式に改正

(森林法改正)

、・予算総額の７割を客観的指標（ 、林業人口３割 民有林面積２割

３割を普及指導事業の緊急性により配布市町村数２割 、）

（森林法施行令改正）

＊農業においても昭和５８年に農業改良助長法を改正し同様の措置
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イ これまでの地方分権推進計画（平成１０年５月閣議決定）の

措置状況

地方分権推進計画に盛り込まれた交付金の交付基準の見直し及

び普及指導職員の配置基準については、右のとおり措置済みであ

る。

○ 地方分権推進計画に係る措置状況

林業普及指導事業交付 （参考）協同農業普及地方分権推進計

金 事業交付金画の指摘項目

林業普及指導事業交付金 協同農業普及事業交付金

の割当基準の改正（政令 の割当基準の改正（政令

改正） 改正）客観的指標に

＊ 客観的割当基準につ ＊客観的割当基準につ基づく交付基

いて、現行の７割を８割 いて、現行の７割を８割準の比率の引

に引き上げ（林業人口に に引き上げ（農業人口にき上げ

係る割合を３割から４割 係る割合を３割から４割

に増加） に増加）

普及指導職員の配置基準 普及職員の配置基準の緩

の緩和（通知改正） 和（通知改正）

＊ 林業改良指導員、 ＊「複数設置」などの

林業専門技術員の具体的 数量規定の廃止職員の配置基

な設置基準（林業改良指準の見直し

導員の出先機関への集合

配置、林業専門技術員の

都道府県の本庁への配置）

の廃止

普及職員の専任規定の

緩和（省令・通知改正）

＊普及職員の専任規定専任規定の見 該当無し

について、本務に支障の直し

ない範囲で 業務を兼他の

ねることを認める旨規定
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ウ 地方分権改革推進会議の設置

「地方にできることは地方に委ねる」との原則のもと、地方分

権の一層の推進を図るため、平成１３年７月内閣府に「地方分権

改革推進会議」が設置された。

設置期間は、平成１６年７月２日までの３年間である。

「中間報告」が平成１４年６月１７日に公表され、林業普及指

導事業について、見直しを検討すべきものとして指摘された。

（具体的個別指摘はない ）。

○ 地方分権改革推進会議における指摘

(平成14年６月17日)「事務・事業の在り方に関する中間報告」

４ 産業振興（１）時代の変化に沿った農林業振興政策の見直し

（略）

・・・農林水産業振興施策、農村、山村、行村振興施策を通じ

て、まず、農業者の自主性に委ねるべき分野、地方が責任を持ち

国が関与しない分野、国が関与し責任をもつ分野の棲み分けを、

可能な限り予見可能な形で明確にしていく努力が必要である。

（略）

・・・制度の創設から長期間が経過し、既に地方公共団体の事務

として同化、定着していると考えられる事務事業について、人件

費に対する助成をはじめ、国が補助金の交付や法律上の規制によ

って、地方公共団体の実情に応じた事務事業の見直しを阻害する

ことのないようにする必要がある。こうした観点から見直しを検

討すべきものとして考えられるのが、農業、林業、水産業に係る

改良普及制度・・・である。

（略）

・・・農業改良普及行政の必要性を否定するものではないが、普

及行政をめぐる環境の変化を踏まえて、地域の実情に応じて弾力

的に事業運営できるよう、地方分権の趣旨を踏まえて、検討すべ

きである。その際には、民間の力の活用等も弾力的に検討される

べきであり、改良普及員の必置規制や改良普及員の手当支給を誘

導してきた農業改良普及手当に関する規定の在り方、一般財源化

を含め、協同農業普及事業交付金の在り方等について検討すべき

である。


